
令和元年１２月亀山市議会定例会提出議案 

条例制定・改廃の背景及び趣旨 

 頁 

議案第１１９号 亀山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一  

部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・１ 



1 

 

件   名  
亀山市印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部を改正する条例  

生活文化部  

市 民 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）が令和元年１２月１４日から

施行されることに伴い、印鑑登録証明事務処理要領（昭和４９年自治振第１０

号自治省行政局振興課長通知。以下「要領」といいます。）が改正されたこ

とから、所要の改正を行うものです。 

２ 改正内容  

（１）印鑑の登録を受けることができない者のうち「成年被後見人」を「意思

能力を有しない者」に改めます。 ＜第２条関係＞  

（２）その他要領の改正に伴う規定の整理を行います。  

 ＜第５条及び第６条関係＞  

３ その他  

施行日は、令和元年１２月１４日とします。  

 


